
基本課題Ⅵ 推進体制（｢柏市男女共同参画推進計画｣を積極的にすすめる） 
目標１４ 男女共同参画推進計画推進のための方策 

施   策 具 体 的 な 施 策 実 施 状 況 ジェンダーの視点 達成度 担 当 課 
①男女共同参画推進庁内連絡会議・幹事

会・研究会の強化 
 男女共同参画関連施策を推進していくた

めの庁内の横断的な組織として充実しま

す。 

 ５月に「柏市男女共同参画推進計画の進行管理

について」と「柏市インターネット男女共同参画

推進センタ－「参画ｅｙｅ」について」の２点を

議題に男女共同参画推進庁内連絡会議・幹事会を

開催した。 
 また、２月には男女共同参画推進審議会と男女

共同参画推進庁内幹事会と合同で、埼玉県男女共

同参画推進センターで開かれた「関東・甲信越地

区 平成１５年度 男女共同参画フォーラムinさ

いたま」に参加した。 

１，３，５，７ 
 
 
 

ｃ 
 
 
 

男女共同参画室 
 
 
 

②男女共同参画推進審議会の充実 
 各専門分野および公募委員による男女

共同参画推進審議会の充実を図ります。 

 １月に「平成１４年度柏市男女共同参画推進計

画に基づく進行状況について」を議題に男女共同

参画推進審議会を開催した。 
 ２月には、男女共同参画推進審議会と男女共同

参画推進庁内幹事会と合同で、埼玉県男女共同参

画推進センターで開かれた「関東・甲信越地区 平

成１５年度 男女共同参画フォーラム in さいた

ま」に参加した。 

１～７ ｃ 男女共同参画室 

（１）庁内推進体制

の整備・強化 

 

③男女共同参画担当部署の庁内組織強化 
 この計画が全庁的に推進できるよう，担

当部署の充実・強化をします。 

 庁内推進体制の強化に関する進展はなかった

が、ＤＶの対応について事務管理課が調整して，

児童育成課・広報広聴課・男女共同参画室と話し

合いの上、決定した。 

１  ｄ 
 
 

事務管理課 
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（２）男女共同参画

センターの設置 
 男女共同参画社会の形成に向けての拠点

として，相談・情報・交流・学習等の機能

を持つ施設の設置を検討します。 
  ・電子男女共同参画センターの検討 

・電子男女共同参画センターの検討 
 男女共同参画センターについて、県内の上位市

のセンターや関東地方の３０万～５０万都市への

アンケートを実施した。 
 平成１４年１２月に開設した柏市インターネッ

ト男女共同参画推進センター（愛称 参画 eye）
は１５年度のアクセス件数が２３６３４件、延べ

アクセス件数は約３５０００件（１５年２月～１

６年６月末日まで １４年１２月と１５年１月に

ついては不明）であった。情報のメンテナンスに

ついては、国内外のトピックスなどウィークデイ

における毎日の更新に心がけた。 

 
２ 
 

 
 ｃ 
 

 
男女共同参画室 
 

・推進状況の把握 
・年次報告書の作成と公表 

 計画の基本課題Ⅱ「教育・学習」Ⅲ「家庭・地

域」における平成１５年度の進行状況について、

１１～１２月に関係１７課とヒアリングを行っ

た。１月に開催した男女共同参画推進審議会で進

行状況を報告したのち、３月末に柏市インターネ

ット男女共同参画推進センターに掲載したほか、

近隣センター，出張所及び行政資料室に文書で配

架した。 

 
 

９ 
 

 
 

ｂ 
 

 
 

男女共同参画室 
 

（３）計画の進行管

理 
 毎年度計画の進行状況を把握し，評価・

公表します。 
  ・推進状況の把握 
  ・評価システムの開発・整備 
  ・年次報告書の作成と公表 

・評価システムの開発・整備 
 １１月に長野市で開かれた男女共同参画全国都

市会議で男女共同参画計画の評価システムと推進

体制についての分科会に出席し、先進市の事例に

ふれることができた。しかし、先進市においても

課題が多く、理想とする評価システムの確立には

いたっていない。 

 
９ 

 
ｃ 
 

 
男女共同参画室 

12 



13 

（４）国・県・近隣

市町村・市民・市民

団体（ＮＧＯを含

む。）・企業等との連

携 

 この計画を推進していく上で，関係機関

との連携を強化します。さらに法律や制度

の見直しなど市だけでは解決できない問題

について，国・県へ働きかけます。 

 計画の推進に当たっては、関係機関との連携の

強化は積極的に行わなかったが、ＤＶ問題の広域

的な取り組みについては、全国都市会議をはじめ、

県内担当者会議等で国や県に働きかけた。 

１ 
 

ｃ 
 

関係部署 
 

（５）柏市男女共同

参画条例の制定 
 男女共同参画条例に関する情報を収集

し，研究をします。 
 男女共同参画条例に関する情報の収集について

は日常業務の中である程度行っているが、柏市で

作成することを前提とした個々の事例の研究まで

にはいたっていない。 

１～９ ｃ 男女共同参画室 

（６）男女共同参画

宣言都市奨励事業

の実施 

 

 男女共同参画宣言都市奨励事業に向け

て，情報を収集し，研究します。 
 

 柏市男女共同参画宣言都市奨励事業について

は、平成１５年度は行っていない。 
 ｅ 男女共同参画室 
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